
【様式‐１】 

令和５年 月 日 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

香芝・王寺環境施設組合 

管理者 福 岡 憲 宏 様 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者職氏名 

 

下記の委託業務に係る事後審査型条件付一般競争入札に参加する資格について確認され

たく資料を添えて申請します。なお、この申請書及び添付資料に記載した事項は、事実と相違

ないことを誓約します。 

 

 

記 

 

委 託 業 務 名 ごみ焼却施設解体工事に伴う発注支援業務委託 

 

（添付資料） 

１．事後審査型条件付一般競争入札参加資格要件総括表 

２．対象業務の登録を受けていることを証する書類の写し 

３．同種業務の履行実績届出書 

４．配置予定技術者届出書 

５．配置予定技術者の技術者実績 

６．その他公告において示した資料  

 

 

 

 

 

 

 

 



【様式‐２】 

 

一般競争入札参加資格要件総括表 

 

 

委託業務名：ごみ焼却施設解体工事に伴う発注支援業務委託 

 

 内  容 添付書類 

（１）地方自治法施行令 

     第 167条の 4 

☐ 該当しない 

☐ 該当する 

 

（２）香芝市・王寺町 

いずれかの指名停止 

☐ 該当しない 

☐ 該当する 

 

（３）業務の登録及び 

有効期限 

☐建設コンサルタント 

廃棄物部門 

河川、砂防及び海岸・海洋部門 

土質及び基礎部門 

対象業務の登録を

証する書類の写し 

（４）同種業務の元請 

としての実績 
☐ 有   ☐ 無 

同種業務の履行実

績届出書 

（５）配置予定技術者 
技術者の適正配置 

☐ 可   ☐ 不可 

配置予定技術者届

出書 

（６）配置予定技術者 

の業務経験 

資      格 ☐ 有 ☐ 無 

同種業務経験 ☐ 有 ☐ 無 

配置予定技術者の 

技術者実績 

資格証の写し等 

 

 

  



【様式‐３】 

 

同種業務の履行実績届出書 

【発注支援業務実績】 

 

委託業務名：ごみ焼却施設解体工事に伴う発注支援業務委託 

【１件目】 

業務名 
 

 

発注者 
 

 

施工者 
 

 

業務期間 
 

 

業務場所 
 

 

契約金額 
 

 

処理方式 
 

 

施設規模 

 

 

 

 

 

業務内容 

 

 

 

次の書類のいずれか１つを添付すること。 

１．テクリスの写し 

２．契約書の写し 

 

  



【２件目】 

業務名 
 

 

発注者 
 

 

施工者 
 

 

業務期間 
 

 

業務場所 
 

 

契約金額 
 

 

処理方式 
 

 

施設規模 

 

 

 

 

 

業務内容 

 

 

 

次の書類のいずれか１つを添付すること。 

１．テクリスの写し 

２．契約書の写し 

 

  



【様式‐４】 

 

配置予定技術者届出書 

 

委託業務名：ごみ焼却施設解体工事に伴う発注支援業務委託 

 

 技術者区分 氏名 資格 

１ 照査技術者 
 

 

 

２ 管理技術者 
 

 

 

３ 担当技術者 
 

 

 

４  
 

 

 

５  
 

 

 

６  
 

 

 

７  
 

 

 

８  
 

 

 

９  
 

 

 

10  
 

 

 

11  
 

 

 

12  
 

 

 

13  
 

 

 

 

  



【様式‐５】 

 

技術者実績 

技術者区分  

氏名 
 

 

生年月日、年齢 
 

 

経歴（うち廃棄物部門に係る経験年数） 

 

 

 

専門分野 

 

 

 

資格 

 

 

 

業務実績 

業務名、発注者、業務場所、業務期間、施

設規模等 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

（注１）本様式を複写して作成する。技術者区分は、様式－４の技術者区分の内容を記入す 

ること。（例：１．照査技術者） 

（注２）有資格者にあっては、資格証の写しを添付すること。 

（注３）業務実績の欄には、仕様書において各担当技術者に求めた実績を記入し、下記いず 

れかの書類を添付すること。 

    ①ＴＥＣＲＩＳの写し 

    ②契約書の写し（業務内容を証する書類及び担当実績を証する書類を含む） 

（注４）直接的かつ恒常的な雇用関係が３ヶ月以上あることを証明する書類を添付するこ 

と。 

（注５）本書に記載した技術者は原則的に変更を認めません。 


